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【手続補正書】
【提出日】平成25年8月27日(2013.8.27)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１の保持部材と、
　第２の保持部材を有し、前記第１の保持部材に対して第１の位置と第２の位置の間で回
転させることができる主ボディ部分と
を備えたデバイス。
【請求項２】
　前記主ボディ部分を前記第１の位置と前記第２の位置の間で約９０度回転させることが
できる、請求項１に記載のデバイス。
【請求項３】
　前記主ボディ部分が、前記主ボディ部分の近位部分から遠位部分まで延在する縦軸を画
定し、また、前記第２の保持部材が前記遠位部分に隣接している、請求項２に記載のデバ
イス。
【請求項４】
　前記第２の位置では、前記主ボディ部分を前記第１の保持部材に対して回転させること
ができない、請求項３に記載のデバイス。
【請求項５】
　前記第２の保持部材が前記第１の保持部材の表面積より小さい表面積を有する、請求項
１に記載のデバイス。
【請求項６】
　前記第１の保持部材と前記第２の保持部材の間の前記主ボディ部分の周りに配置された
ダンパーリングをさらに備えた、請求項１に記載のデバイス。
【請求項７】
　前記第１の保持部材が第１の長軸および第１の短軸を画定し、また、前記第２の保持部
材が第２の長軸および第２の短軸を画定し、前記第１の位置では、前記第１の長軸および
前記第１の短軸が、前記第２の長軸および前記第２の短軸がそれぞれ延在する方向に対し
て概ね直角をなす方向に延在する、請求項１に記載のデバイス。
【請求項８】
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　前記第１の保持部材が第１の長軸および第１の短軸を画定し、また、前記第２の保持部
材が第２の長軸および第２の短軸を画定し、前記第２の位置では、前記第１の長軸および
前記第１の短軸が、前記第２の長軸および前記第２の短軸がそれぞれ延在する方向に対し
て概ね平行の方向に延在する、請求項１に記載のデバイス。
【請求項９】
　前記第２の位置では前記第１の保持部材および前記主ボディ部分をロックするように適
合されたロックをさらに備えた、請求項８に記載のデバイス。
【請求項１０】
　中に中央管腔を画定している近位保持部材と、
　遠位保持部材、ならびに前記遠位保持部材から近位方向に延在している近位部分および
遠位部分を有するシャフトを有する主ボディ部分であって、前記近位部分が前記中央管腔
の中に配置された主ボディ部分と、
　前記中央管腔の中に配置された少なくとも１つのキーと
を備え、前記シャフトの前記近位部分が前記少なくとも１つのキーと係合するように適合
された少なくとも１つのスロットを画定しているデバイス。
【請求項１１】
　前記近位保持部材が長軸および短軸を含み、かつ前記短軸に沿って約１８０度隔てて配
置された２つのキーをさらに備えた、請求項１０に記載のデバイス。
【請求項１２】
　前記遠位保持部材が長軸および短軸を含み、前記シャフトの前記近位部分が、前記遠位
保持部材の前記短軸に対して実質的に平行の線に沿って概ね整列している、約１８０度隔
てた２つのスロットを中に画定している、請求項１１に記載のデバイス。
【請求項１３】
　前記シャフトの前記近位部分が、それぞれ前記２つのスロットの間に配置された概ね平
らな２つの表面を画定している、請求項１１に記載のデバイス。
【請求項１４】
　前記シャフトの前記近位部分に隣接して配置された複数のラグをさらに備えた、請求項
１０に記載のデバイス。
【請求項１５】
　前記シャフトの前記近位部分に隣接して配置された複数のラグをさらに備え、前記複数
のラグが前記概ね平らな表面に隣接している、請求項１３に記載のデバイス。
【請求項１６】
　前記中央管腔の周囲に、その近位部分に隣接して配置された環状溝をさらに備え、前記
複数のラグが、前記環状溝の中に配置されるように、また、前記環状溝に対して移動させ
ることができるように適合された、請求項１４に記載のデバイス。
【請求項１７】
　前記シャフトの周囲に配置されたダンパーリングをさらに備えた、請求項１０に記載の
デバイス。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１２
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１２】
[0012]遠位保持部材が、隣接する棘突起の遠位面に隣接すると、遠位保持部材を近位保持
部材に対して回転させることができる。この回転により、近位保持部材の長軸および遠位
保持部材の長軸が、互いに概ね平行で、かつ矢状面および冠状平面に対して概ね平行であ
り、また、軸平面に対して概ね垂直である方向に延在するよう、遠位保持部材が近位保持
部材に対してロックされる。上で指摘したように、遠位保持部材および近位保持部材の長
軸は、隣接する棘突起間の距離より長い寸法を画定している。近位保持部材のその長軸に
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沿った寸法は、遠位保持部材のその長軸に沿った寸法より大きいことが好ましい。当然、
近位保持部材と遠位保持部材の間の距離は、隣接する棘突起の遠位面と隣接する棘突起の
近位面との間の距離よりわずかに長くしなければならない。このようにして、本発明の棘
突起間デバイスは、近位保持部材および遠位保持部材によって所定の位置に保持され、ま
た、脊柱が伸長している間、シャフトおよび／またはダンパーリングが、隣接する棘突起
間の空間のへこみを防止している。
　本願は、以下の態様に関し得る。
（態様１）第１の保持部材と、第２の保持部材を有し、前記第１の保持部材に対して第１
の位置と第２の位置の間で回転させることができる主ボディ部分と、を備えたデバイス。
（態様２）前記主ボディ部分を前記第１の位置と前記第２の位置の間で約９０度回転させ
ることができる、態様１のデバイス。
（態様３）前記主ボディ部分が、前記主ボディ部分の近位部分から遠位部分まで延在する
縦軸を画定し、また、前記第２の保持部材が前記遠位部分に隣接している、態様２のデバ
イス。
（態様４）前記第２の位置では、前記主ボディ部分を前記第１の保持部材に対して回転さ
せることができない、態様３のデバイス。
（態様５）前記第２の保持部材が前記第１の保持部材の表面積より小さい表面積を有する
、態様１のデバイス。
（態様６）前記第１の保持部材と前記第２の保持部材の間の前記主ボディ部分の周りに配
置されたダンパーリングをさらに備えた、態様１のデバイス。
（態様７）前記第１の保持部材が第１の長軸および第１の短軸を画定し、また、前記第２
の保持部材が第２の長軸および第２の短軸を画定し、前記第１の位置では、前記第１の長
軸および前記第１の短軸が、前記第２の長軸および前記第２の短軸がそれぞれ延在する方
向に対して概ね直角をなす方向に延在する、態様１のデバイス。
（態様８）前記第１の保持部材が第１の長軸および第１の短軸を画定し、また、前記第２
の保持部材が第２の長軸および第２の短軸を画定し、前記第２の位置では、前記第１の長
軸および前記第１の短軸が、前記第２の長軸および前記第２の短軸がそれぞれ延在する方
向に対して概ね平行の方向に延在する、態様１のデバイス。
（態様９）前記第２の位置では前記第１の保持部材および前記主ボディ部分をロックする
ように適合されたロックをさらに備えた、態様８のデバイス。
（態様１０）中に中央管腔を画定している近位保持部材と、遠位保持部材、ならびに前記
遠位保持部材から近位方向に延在している近位部分および遠位部分を有するシャフトを有
する主ボディ部分であって、前記近位部分が前記中央管腔の中に配置された主ボディ部分
と、前記中央管腔の中に配置された少なくとも１つのキーと、を備え、前記シャフトの前
記近位部分が前記少なくとも１つのキーと係合するように適合された少なくとも１つのス
ロットを画定しているデバイス。
（態様１１）前記近位保持部材が長軸および短軸を含み、かつ前記短軸に沿って約１８０
度隔てて配置された２つのキーをさらに備えた、態様１０のデバイス。
（態様１２）前記遠位保持部材が長軸および短軸を含み、前記シャフトの前記近位部分が
、前記遠位保持部材の前記短軸に対して実質的に平行の線に沿って概ね整列している、約
１８０度隔てた２つのスロットを中に画定している、態様１１に記載のデバイス。
（態様１３）前記シャフトの前記近位部分が、それぞれ前記２つのスロットの間に配置さ
れた概ね平らな２つの表面を画定している、態様１１のデバイス。
（態様１４）前記シャフトの前記近位部分に隣接して配置された複数のラグをさらに備え
た、態様１０のデバイス。
（態様１５）前記シャフトの前記近位部分に隣接して配置された複数のラグをさらに備え
、前記複数のラグが前記概ね平らな表面に隣接している、態様１３のデバイス。
（態様１６）前記中央管腔の周囲に、その近位部分に隣接して配置された環状溝をさらに
備え、前記複数のラグが、前記環状溝の中に配置されるように、また、前記環状溝に対し
て移動させることができるように適合された、態様１４のデバイス。
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（態様１７）前記シャフトの周囲に配置されたダンパーリングをさらに備えた、態様１０
のデバイス。
（態様１８）遠位保持部材が上方棘突起の遠位面および隣接する下方棘突起の遠位面に隣
接するように棘突起間の空間を介して前記遠位保持部材を挿入するステップと、前記上方
棘突起の近位面および前記隣接する下方棘突起の近位面に隣接して近位保持部材を配向す
るステップと、前記遠位保持部材を前記近位保持部材に対して、第１の位置と第２の位置
の間で回転させるステップと、前記遠位保持部材を前記近位保持部材に対してロックする
ステップであって、前記近位保持部材の長軸および前記遠位保持部材の長軸が、互いに実
質的に平行であり、かつ矢状面および冠状平面に対して実質的に平行である方向に延在す
るステップと、を含む医療デバイスを埋め込む方法。
（態様１９）前記遠位保持部材が前記近位保持部材に対して、前記第１の位置から前記第
２の位置まで約９０度回転する、態様１８の方法。
（態様２０）前記挿入ステップで、前記近位保持部材の前記長軸および前記遠位保持部材
の前記長軸が互いに実質的に直角をなす方向に延在する、態様１８の方法。
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